
平成１5年度当初予算主要事業説明
一　般　会　計

（０３）民生費

事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

痴呆性高齢者等で、助成を受けなければ、成年後見制

度の利用が困難な人に対し、市長が代理で行う申立経

成 年 後 見 制 度 476 費及び後見人等報酬について助成し、本人の福祉の向 社会福祉課

利 用 支 援 事 業 上を図るもの。

・成年後見制度審判開始申立経費　　　　140千円

・低所得者に対する後見人等報酬助成金　336千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新規）

( 新 規 事 業 ） 福祉給付事業等の今後のあり方について、検討するた

福 祉 給 付 事 業 等 500 め、福祉給付事業等検討委員会を設置する。 社会福祉課

検 討 委 員 会 事 業 ・検討委員会の開催　　　　　　500千円

ボランティアの発掘・育成を図るため、小、中学校で

の福祉教育や福祉ボランティア体験事業及び情報の提

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 4,641 供、普及啓発を行う。 社会福祉課

促 進 事 業 ・ボランティア活動啓発、貸出機材整備　 　749千円

・ボランティア情報提供事業　         　　493千円

・福祉教育協力校活動事業(市指定56校)   2,959千円

・福祉ボランティア体験事業　　　　　　　 440千円

住民、社会福祉事業者及び市が協働して、地域福祉を

（ 新 規 事 業 ） 総合的に推進する地域福祉計画を平成１５，１６年度

地 域 福 祉 計 画 策 定 955 で策定するため、策定委員会を設置する。 社会福祉課

事 業 ･策定委員会の開催　　　　　　　　336千円

･市民意識調査費等　　　　　　　　619千円

（ 新 規 事 業 ） 富山市身体障害者福祉協議会が中心になって、市内の

障 害 者 フ ラ イ ン グ 200 身体・知的・精神の各障害者団体に呼びかけて開催す 障害福祉課

デ ィ ス ク 大 会 開 催 るフライングディスク大会の運営に補助金を交付し、

補 助 事 業 大会の円滑な運営を支援する。

（ 新 規 事 業 ） 視覚障害者の社会参加をより一層推進するため、市の

ふれあいマ ップ 点字 200 生活関連施設についてのバリアフリー化の状況等を掲 障害福祉課

版 作 成 費 載した「ふれあいマップ点字版」を作成するもの。



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

障害者（児）にホームヘルパーを派遣し、家事，介護

等日常生活の支援を行う。

心 身 障 害 者 （ 児 ） 151,825 ①心身障害者（児）ホームヘルパー派遣 障害福祉課

ホームヘルパー派遣  　 重度心身障害者（児）を対象にホームヘルパーを

事 業 　　派遣する。

　　対象者　約９９人　　　　　127,981千円

②精神障害者ホームヘルパー派遣

　　日常生活に支障のある精神障害者を対象にホーム

　　ヘルパーを派遣する。

　  対象者　約２０人　　　 　　23,544千円

③盲人ガイドヘルパー派遣

　　重度の視覚障害者の外出時にガイドヘルパーを派

　　遣する。

    対象者　約１０人               300千円

心身障害者（児）の生活の激励と福祉の増進を図る。

心 身 障 害 者 （ 児 ） 363,628 ・対象者　身体障害者1～4級　9,823人 障害福祉課

福 祉 金 支 給 事 業 　　　  　知的障害者　　　  　889人

　　　　　障害児　　　　　　　513人

心身障害者小規模通 心身障害者の社会参加の促進と自立支援を図るために

所授産施設運営事業 55,000 小規模通所授産施設（５ヵ所）の運営に対して補助を 障害福祉課

行うことにより、心身障害者の福祉増進を図る。

心 身 障 害 者 共 同 心身障害者の社会参加の促進や活動意欲の向上を図る

作業所運営補助事業 46,180 ため、共同作業所（７ヵ所）の運営に対して補助金を 障害福祉課

交付する。

在宅の常時特別な介護を要する重度心身障害者等に対

し、その障害による負担の軽減を図るため、特別障害

特 別 障 害 者 手 当 等 109,362 者手当等を支給する。 障害福祉課

支 給 事 業 ・特別障害者手当(対象者：242人)

・障害児福祉手当(対象者：132人)

・福祉手当(対象者：44人)

在宅の常時介護を必要とする重度心身障害者の介護者

重 度 心 身 障 害 者 33,582 に対し、介護手当を支給する。 障害福祉課

介 護 手 当 支 給 事 業 ・支給月額　10,000円

平成１５年度から所得制限有り（世帯全員の前年中所

得の合計額が1,000万円未満）



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

重度心身障害者に対し、医療給付の助成を実施するこ

重 度 心 身 障 害 者 294,688 とにより、障害者の保健の向上と福祉の増進に寄与す 障害福祉課

医 療 費 助 成 事 業 る。

・医療扶助費(29,132件)

心 身 障 害 者 福 祉 外出の困難な重度心身障害者に福祉タクシー利用券を

タ ク シ ー 助 成 事 業 34,566 交付して社会参加を図る。 障害福祉課

・助成額（1人 月額 1,260円）

在 宅 障 害 者 （ 児 ） 在宅で障害者（児）を介護している家族等の介護者

デ イ ケ ア 事 業 12,433 が、通院などの社会的理由により日中の一時的な介護 障害福祉課

が困難になった場合、契約施設で保護する。

身体障害者に対して、その障害の更生のために必要な

更 生 医 療 給 付 事 業 29,712 医療の給付を行う。 障害福祉課

・更生医療給付費等（４３２件）

障害者（児）に対して入浴補助用具や特殊寝台等の日

日 常 生 活 用 具 給 付 19,890 常生活用具を給付することにより、在宅での生活の便 障害福祉課

事 業 宜を図る。

・日常生活用具給付費(２２１件）

障害者（児）に対して補聴器や盲人安全杖、車椅子等

補 装 具 給 付 事 業 114,890 の補装具を給付・修理する。 障害福祉課

・補装具給付費 4,655件     99,080千円

・修理費　456件 　     　  15,810千円

身体障害者更生援護施設を利用し、必要な指導や訓

練、保護を受ける身体障害者に支援費を支給して、生

身 体 障 害 者 施 設 431,836 活の安定と福祉の増進を図る。 障害福祉課

支 援 費 支 給 事 業 ・施設支援費基準額(15施設 142人)     427,215千円

・入退所時特別支援加算                   168千円

・最重度障害者施設処遇助成金( 4人)     2,784千円

・更生訓練費(5施設)                    1,669千円

社会福祉法人が国の補助金を受けて実施する身体障害

（ 新 規 事 業 ） 者通所授産施設及び身体障害者療護施設通所型の施設

身体障害者通所授産 166,311 整備事業に対し補助金を交付し、身体障害者福祉施策 障害福祉課

施 設 等 整 備 事 業 の向上に寄与する。

・補助金交付先　社会福祉法人　ラッコハウス



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

「高志更生ホーム」の老朽化した冷却熱源機器等の取

（ 新 規 事 業 ）  替工事を実施することで、入所者の健康保持等、施設

身 体 障 害 者 更 生 14,056 の処遇環境の維持を図る。 障害福祉課

施 設 等 補 助 事 業 ・補助金交付先　社会福祉法人　富山県社会福祉総合

　　　　　　　　　　　　　　　センター

在宅重度身体障害者の住宅をその障害に適応するよう

在宅重度身体障害者 34,200 に改善し、日常生活を容易なものとするよう助成す 障害福祉課

住宅改善費助成事業 る。

・住宅改善費助成金　57件

知的障害者援護施設 知的障害者援護施設への入所支援により必要な指導や

支 援 費 支 給 事 業 899,030 訓練、保護を行い、知的障害者福祉の増進を図る。 障害福祉課

・施設入所費（29施設、300人）

在宅の重度知的障害者を対象にデイサービス事業、並

びに介護者の負担軽減を図るための短期間入所事業を

行い、知的障害者の在宅福祉の向上を図る。

知 的 障 害 者 28,540 ・在宅知的障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業　延3,610日 障害福祉課

在 宅 福 祉 事 業                                   24,000千円

・在宅知的障害者短期入所事業　   延712日

　                                 4,500千円

・在宅知的障害者短期入所事業(あすなろ分） 延10日

                                      40千円

新たに「第２あすなろ（仮称）」を建設する。

知的障害者通所更生 152,100 ・構造　　　　　　鉄骨造平屋建 障害福祉課

施 設 建 設 事 業 ・定員　　　　　　２０人

・延面積　　　　　３８２．５㎡

精 神 障 害 者 10,585 長期間入院している精神障害者に対し、医療費の一部 障害福祉課

医 療 費 助 成 事 業 を助成することにより保護者等の負担を軽減する。

精 神 障 害 者 共 同 精神障害者の社会参加の促進や活動意欲の向上を図る

作業所運営補助事業 23,222 ため、共同作業所(5カ所)に対し、運営補助金を交付 障害福祉課

する。

精神障害者小規模通 22,000 精神障害者の社会参加の促進と自立支援を図るため、 障害福祉課

所授産施設運営事業 運営費を支援して精神障害者の福祉増進を図る。　



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

在宅福祉サービスの充実として、精神障害者居宅生活

支援事業（グループホーム、ショートステイ）を実施

精 神 障 害 者 居 宅 21,868 する施設に対し運営費の補助を行う。 障害福祉課

生 活 支 援 事 業 ・グループホーム（既存５ヵ所、新規２ヵ所）

　                             ２１，７２６千円

・ショートステイ　　　　　　          １４２千円

精神障害者には、ＪＲなど公共交通機関の割引制度の

（ 新 規 事 業 ） 適用がないことから、社会復帰に向けた訓練のため共

精神障害者共同作業 1,828 同作業所や授産施設に通所する精神障害者に通所交通 障害福祉課

所等通所交通費助成 費の一部を助成することにより、精神障害者の自立と

事 業 社会参加を促進する。

・対象者　　　　　１５０人

・助成額（１人月額上限1,000円）

在宅の重度身体障害者を対象に入浴、給食、介護、送

迎等のサービスを提供する。

身 体 障 害 者 デ イ 37,846 ・実施施設　・富山市障害者福祉プラザ 障害福祉課

サ ー ビ ス 事 業 　　　　　　　（委託先　富山市社会福祉事業団）

　　　　　　　  　　　  　　  　３３，１６６千円

　　　　　　・相互利用　 　　 　  　  ９６２千円

　　　　　　・民間事業所  　　    ３，７１８千円

在宅の障害者を対象に機能訓練・日常生活訓練・ピア

カウンセリング等のサービスを総合的に提供すること

により、障害者やその家族の地域における生活を支援

し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図

障害者生活支援事業 59,192 る。 障害福祉課

・実施施設　富山市障害者福祉プラザ

　　　　　　自立生活支援センター富山

　　　　　　　　　　　（自立体験室含む）

・利用時間　　　９：００～１７：００

平成１５年度から開始される支援費制度に向け、様々

 なニーズを持つ身体障害者に対してケアマネージャー

身体障害者ケアマネ 1,000 がサービス計画を立ててその調整を図り、総合的・継 障害福祉課

ジ メ ン ト 事 業 続的に公的サービス等の社会資源を活用することを目

的として実施する。

実施施設　富山市障害者福祉プラザ



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

満100歳の誕生日を迎えた方に長寿を祝い祝金を贈呈

100 歳 長 寿 者 祝 事 業 2,440 する。 長寿福祉課

・対象者      ４７人

１５年度から記念品から祝金５０，０００円に変更

敬老の日に満88歳、99歳の方に敬老福祉金を贈与して

敬老福祉金支給事業 19,852 敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図る。 長寿福祉課

・対象者    88歳(20,000円)   ９３２人

            99歳(25,000円)     ４７人

１５年度から77歳及び100歳以上は廃止

日本国籍を有しなかったため、国民年金に加入できな

外 国 人 高 齢 者 福 祉 3,840 かった高齢者に対し、外国人高齢者福祉手当を支給す 長寿福祉課

手 当 支 給 事 業 ることにより、その福祉の増進を図る。

・対象者              ３２人

・支給月額    １０，０００円

老人医療費助成事業 953,834 障害等のある高齢者に対し医療費を助成し、高齢者保 長寿福祉課

健の向上を図り、高齢者の福祉を推進する。

介護保険等の利用限度日数を超えた短期入所生活介護

を、「やむをえない事由」による場合に提供し、中期

間の介護ニーズの確保を図る。

要支援・要介護高齢 21,453 ・入所期間　最長３カ月 長寿福祉課

者 ミ ド ル ス テ イ 事 業 　　但し、介護保険等の利用限度日数までは介護保険

　　サービスを利用する。

・実施施設　介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

　　　　　　養護老人ホーム

緊 急 通 報 装 置 ひとり暮らし高齢者等に、急病や災害等の緊急時に

設 置 事 業 19,279 迅速に対応するための緊急通報装置の貸与を行う。 長寿福祉課

・対象者　　　約３２０人



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

介護保険の要介護認定において「自立」と認定された

高齢者で家にとじこもりがちな者に対し、民間デイサ

ービス事業者等において、日常生活動作訓練から趣味

活動等の各種サービスを提供し、要介護状態への進行

生きがい対応型デイ 19,440 の防止と生きがい活動の推進を図る。 長寿福祉課

サ ー ビ ス 事 業 ・実施方法

　　週３日以上、１日４時間以上の開所。生きがい活

　　動援助員を配置し、利用者のニーズや身体状況に

　　応じたサービスを提供する。

・対象者

　　　概ね60歳以上のひとり暮らし高齢者等

・実施箇所　４カ所

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、栄養のバランス

のとれた食事を調理し居宅に訪問し定期的に提供する

とともに、安否確認を行い、自立と生活の質の確保及

び健康保持を図る。

配 食 サ ー ビ ス 事 業 56,192 ・生活援助型食事サービス（毎日型） 長寿福祉課

　　月曜日～日曜日　昼食　夕食

・対象者

　　ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯、昼間ひとり暮

　　らし高齢者  等

・食事の種類　普通食、高齢者食、治療食

・個人負担　普通食、高齢者食　１食400円

　　　　　　治療食　１食500円

・委託先　民間事業者６社

ねたきり・痴呆性高齢者や身体障害者手帳・療育手帳

を所持する者に対し、おむつを支給することにより、

お む つ 支 給 事 業 79,947 介護者の労苦と経済的負担の軽減を図る。 長寿福祉課

・対象者　　　約１，６７０人

１５年度から所得制限有り（世帯全員の前年中所得の

合計額が１，０００万円未満）



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

移送用車両により利用者の居宅と在宅福祉サービスや

介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、病 　

院などとの間を無料で送迎する。

移 送 サ ー ビ ス 事 業 3,000 ・委託先　富山市社会福祉協議会 長寿福祉課

・対象者　概ね65歳以上の老衰、心身の障害及び傷病

　　　　　等による車イスの利用者等で、一般の交通

 　　　　　機関の利用が困難な者

高齢者が趣味活動又は創造活動又は健康活動に自主参

加し、高齢期の余暇活動能力を身につけることにより

健康と生きがいを高める。

シ ニ ア ラ イ フ 講 座 29,970 （１）創造コース（陶芸・七宝焼・籐細工・和紙工芸等） 長寿福祉課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９コース

（２）趣味コース（編物・生花・民謡・大正琴・園芸等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７コース

（３）健康コース（気功・温水プール浴等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３コース

概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、家にとじこ

　 もりがちな者に対し、公民館等において、ボランティ 　

い き い き ク ラ ブ 事 業 9,811 アの協力を得て、生きがい活動や会食等のサービスを 長寿福祉課

提供し、孤独感の解消、とじこもりの防止等を図る。

・運　営　概ね月２回程度

・委託先　富山市社会福祉協議会

公衆浴場において高齢者が休憩、団らん、交流ができ

る場所を整備する場合に補助金を交付するとともに、

（ 新 規 事 業 ） 公衆浴場で介護予防教室や地域総合相談会、生きがい

ぬ く も り の 湯 サ ロ ン 12,400 づくり活動を行う場合に補助金を交付し、高齢者の交 長寿福祉課

事 業 流、つどいの場の整備を推進する。

・施設整備補助

    補助限度額  １件  5,000千円 補助率1/2

・運営費補助

    補助限度額  １会場  120千円



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

地域型在宅介護支援センターが行う各種事業や「介護

（ 新 規 事 業 ） 予防ふれあいサークル」を真に実効性のあるものとす

介 護 予 防 ふ れ あ い 10,000 るために、単位老人クラブが地域型在宅介護支援セン 長寿福祉課

サ ー ク ル 地 域 運 営 ターのコーディネーターとともに協働して実施する事

事 業 業に助成し、地域ケア体制の推進を図る。

・月２回以上の活動を行う老人クラブ

   活動補助金   年間５０千円

在宅の要支援・要介護高齢者が通院や買い物など外出

の際に、家族の運転する自家用自動車に乗降するとき

の手助けになるよう、助手席のリフトアップシートな

（ 新 規 事 業 ） ど自動車の改造に要する経費を助成することにより、

介護支援仕様自動車 5,000 在宅の援護を要する高齢者の外出支援を行い、家族介 長寿福祉課

改 造 費 補 助 事 業 護の充実を図る。

・対象者  在宅の要支援・要介護高齢者と同居する

          家族（世帯全員の前年中所得の合計額が

　　　　　１，０００万円未満の者に限る）

 ・補助率  １／２

 ・補助限度額  1件  ５０千円

在宅の痴呆性高齢者・ねたきり高齢者等を常時介護す

る者に対し介護手当を支給し、介護者の労をねぎらう

痴 呆 性 ・ ね た き り 115,471 とともに高齢者福祉の向上を図る。 長寿福祉課

高 齢 者 等 介 護 手 当 ・支給月額　　　１０，０００円

支 給 事 業 ・対象者　　　　　　約９６０人 　

１５年度から所得制限有り（世帯全員の前年中所得の

合計額が１，０００万円未満）

社会福祉法人が行うケアハウスの整備事業に対し助

成を行い、施設基盤の充実を図る。

ケア ハ ウ ス 整 備 事 業 10,727    設 置 者　社会福祉法人　相幸福祉会 長寿福祉課

　 設置場所　富山市豊城町

   事業概要　ケアハウス80床新設に伴う設備整備



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

介護保険の要介護認定において「自立」と認定され介

　 護サービスの対象とならない者のうち、自立した生活

　 のため何らかの援助が必要な者に対し、介護予防・生 　

活支援型福祉サービスを提供し、高齢者の自立生活の

継続と要介護状態への進行防止を図るもの。

①自立支援家事援助サービス事業

・対象者　ひとり暮らし高齢者などで、総合的に勘案

　 　　　　　して、家事援助を必要とする者

自 立 支 援 76,242 　　　　　　　    対象者　約６５人 長寿福祉課

サ ー ビ ス 事 業 ・委託先　富山市社会福祉協議会

　　　　　居宅介護サービス事業者　等

・事業費　 72,131千円

②自立支援デイサービス事業

・対象者　健康保持や閉じこもり防止の観点から、総

　　　　　合的に勘案して、デイサービス・デイケア

　　　　　を必要とする者

　　　　　　　　　対象者　約１４人

・委託先　デイサービス施設　（１９カ所）

　　　　　デイケア施設　　　（８カ所）

・事業費　3,768千円

③自立支援ショートステイ事業

・対象者　ひとり暮らし高齢者などで、総合的に勘案

　　　　　して、ショートステイサービスを必要とす

　　　　　る者　対象者　　約２０人

・委託先　養護老人ホーム　等（１２カ所）

・事業費　343千円

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、自立した生活を

　 送るために、必要な人材を派遣して、ホームヘルプサ

ービスの対象とならない軽易な生活援助サービスを提

軽 度 生 活 援 助 事 業 2,022 供する。 長寿福祉課

・対象者　約８００人　　月１回

・サービス内容

　　寝具類等の大物の洗濯、家周りの手入れ（草むし

　　り等）、軽微な家屋等の修繕、家屋内の整理整頓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・委託先　シルバー人材センター等



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

特別養護老人ホームの建設に伴う設備整備に対して、

助成する。

①設置者　　 社会福祉法人　神通福祉会

特別養護老人ホーム 41,917    施設名　　(仮称)あすなろの郷 介護保険課

建 設 助 成 事 業 　 設置場所　富山市下新北町

　 事業概要　特養70床新設に伴う設備整備

②設置者     社会福祉法人　光風会

   施設名　　光風苑

　 設置場所　富山市蜷川

　 事業概要　特養40床増築に伴う設備整備

医療法人等が実施する痴呆性高齢者グループホームの

建設に対して、助成する。

①設置者     医療法人　社団恵成会

痴 呆 性 高 齢 者 80,074    施設名　　 (仮称)ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム めぐみ 介護保険課

グ ル ー プ ホ ー ム 　 設置場所   富山市塚原

建 設 助 成 事 業 　 整備ユニット数　3ユニット(定員：各ﾕﾆｯﾄ9人)

②設置者     特定非営利活動法人　しおんの家

   施設名　　 (仮称)ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム しおんの家・望

　 設置場所   富山市水橋辻ヶ堂

　 整備ユニット数　1ユニット(定員：9人)

（ 新 規 事 業 ） 社会福祉法人、ＮＰＯ法人等が、民家等を改修して実

小 規 模 ケ ア 施 設 25,000 施する小規模ケア施設の整備に対して、助成する。 介護保険課

支 援 事 業 ①補助金額　事業費の２分の１（限度額5,000千円）

②整備数　５か所

在宅の要援護高齢者もしくは要援護となるおそれのあ

る高齢者またはその家族の介護及び介護予防の相談に

在 宅 介 護 支 援 115,986 応じ支援する。 介護保険課

セ ン タ ー 運 営 費 ・地域型在宅介護支援センター　　22カ所

　　15年度新設　１カ所

　　14年度末　21カ所



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

要援護高齢者及び一人暮らし高齢者が、安心して在宅

生活を送るよう地域型在宅介護支援センターにコー

ディネーターを配置し、地域住民とともに、高齢者の

地域ケア支援体制を推進する。

（ 新 規 事 業 ） （地域在宅支援センターで実施する事業）

地 域 ケ ア 体 制 105,745 ①高齢者地域支援体制整備事業　   　　97,591千円 介護保険課

推 進 事 業 ・要援護高齢者地域支援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業

・介護ボランティア育成支援事業

・介護予防・福祉情報の提供

②介護予防ふれあいサークル事業　　　　6,209千円

（基幹型在宅支援センターで実施する事業）

③施設入所者在宅復帰支援モデル事業　　1,945千円

介護サービスを利用する人やその家族のニーズに合っ

たサービスを提供するため、事業者情報等の提供や事

介 護 サ ー ビ ス 7,413 業者の育成等を行う。 介護保険課

適 正 実 施 指 導 事 業 ①介護相談員派遣事業                  4,698千円

　　介護相談員を10人から16人に増員

②ケアプラン指導研修事業              2,495千円

③福祉用具・住宅改修研修事業　 　  　　 220千円

基幹型在宅介護支援センターに配置しているケアマネ

ジメントリーダーにより、地域のケアマネジャーの支

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 1,000 援を行う。 介護保険課

リ ー ダ ー 事 業 ①サービス担当者会議開催支援

②ケアマネジャーに対する相談業務

③処遇困難事例におけるケースマネジメント支援

④居宅介護支援事業所への巡回相談

低所得の介護保険居宅サービス利用者の負担を軽減す

（ 新 規 事 業 ） るため、利用者負担額の減額を行う。

居宅サービス利用者 2,936 ①対象者 介護保険課

負 担 額 減 額 事 業 　　　世帯全員の年間収入見込みが、生活保護基準額

　　×1.2以下で、生活保護を受給していない者等、

　　一定の基準を満たす者

②減額内容

　　　利用者負担額を10％から５％に減額

③減額対象サービス

　　　痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者

　　生活介護を除くすべての居宅サービス



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

地域における児童の健全育成を推進するため、公共施

設を利用して、遊びを主とする生活指導、留守家庭児

童の保護育成を行う。

地 域 児 童 健 全 育 成 87,253 　　・実施校下　　４０校下→４２校下 こども福祉課

事 業 　　・実施時間　　小学校の下校時から午後５時

　　・開催日数　年間２７２日

　　　　土曜日４０日

　　　　平日（月～金）２００日、夏休み３２日

　　・夏休み開設校下　２８校下→３１校下

　　・平日の時間延長(午後６時まで)３校下

　　・指導員増員９校下

　　・施設整備　２ヶ所

（ 新 規 事 業 ） 放課後児童健全育成事業の実施を行う社会福祉法人等

放 課 後 児 童 健 全 11,245 に運営費の助成を行う。 こども福祉課

育 成 事 業

少子化対策の一環として，子育て家庭の経済的な負担

児 童 手 当 支 給 事 業 984,255 の軽減等を目的として児童手当を支給するもの。（所 こども福祉課

得制限あり）

ひ と り 親 家 庭 等 234,768 母子及び父子家庭等に対し医療費の助成を行うことに こども福祉課

医 療 費 助 成 事 業 より，生活の安定並びに児童の健全な育成を図る。

乳 幼 児 医 療 費 助 成 乳幼児の保護者に対し医療費を助成することにより，

事 業 728,952 乳幼児の適正な医療の確保と保健向上を図り，生み育 こども福祉課

てやすい環境を整備する。

妊 産 婦 医 療 費 助 成 65,439 妊産婦に対し医療費を助成することにより，その疾病 こども福祉課

事 業 の早期発見と適切な医療の確保を図る。

保護者の疾病等の事由により家庭における養育が困難

子育て支援短期利用 178 になった児童を児童養護施設（ルンビニ園）において こども福祉課

事 業 一定の期間養育・保護する。

・利用期間　　　原則７日以内

児 童 扶 養 手 当 772,537 母子家庭の生活安定と自立の促進、児童の福祉向上を こども福祉課

支 給 事 業 図るため、手当を支給するもの。

（ 新 規 事 業 ） 平成15年４月から針原保育所を民営化する。

針 原 保 育 所 の 0 新たな運営主体：社会福祉法人わかば福祉会 こども福祉課

民 営 化



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

私立保育所等補助事業費(私立) ２２６，９９８千円

①延長保育事業　　　　　　　　　　 　　１５か所

②一時保育事業　　　　　　　　　８か所→１２か所

③休日一時保育事業　　　　　　　　　　 　３か所

④休日保育事業　　　　　　　　　４か所→５か所

⑤乳児保育促進事業　　　　　　　　　　 ８か所

⑥産休・育休明け入所対応事業           １５か所

⑦年度途中入所対応事業　　　  　　　　 １５か所

特 別 保 育 事 業 等 396,258 ⑧地域活動事業　　　　　　　　　　　 　１５か所 こども福祉課

⑨年末保育サービス事業　  　 　　　　　１１か所

⑩乳児保育保健対策事業

特別保育事業費（公立）　　　 １４７，２５８千円

①延長保育事業　　  　　   　　　　　　１７か所

②一時保育事業　　　　　 　　　　　　　１１か所

③地域活動事業　　　　　　 　　　　　　４２か所

のびのび親子サークル事業費等　　１０，２６６千円

①のびのび親子サークル事業（公立）25か所→29か所

②地域子育て支援事業（私立）　　　　　　　７か所

乳幼児健康支援一時預かり事業　　１１，７３６千円

施 設 整 備 事 業 33,000 増大する乳児の入所需要に応えるため、乳児室を増築 こども福祉課

し、児童受入人員の拡大を図る。（藤ノ木保育所）

老朽化が著しい保育所の改築を実施し、保育環境の向

上と多機能化を図る。（大広田保育所）

老朽保育所改築事業 477,128 　　・建設地　　　　　富山市海岸通１６２－１～１６７ こども福祉課

　　・建設用地　　　　４，００２．２１㎡

　　・規模構造　　　　木造平屋建　　延　１，１２７㎡

　　・定員　　　　　　　１７０人

保育所における音楽・美術などの特色ある保育を推進

（ 新 規 事 業 ） するため特色保育指導員を派遣し、また、近年急増す

子 育 て 支 援 モ デ ル 47,418 る乳児を中心とした低年齢児保育ニーズを対応するた こども福祉課

事 業 め、保育ヘルパーを保育所に配置する。

①特色保育指導員巡回事業　　　５人

②保育ヘルパー配置事業　　　　２１人



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

知的障害児通園施設において、通所の方法により必要

知 的 障 害 児 通 園 80,563 な指導や訓練、相談、保護を行う。 障害福祉課

施 設 運 営 事 業 ・実施施設 富山市恵光学園（定員30名他相互利用者7名）

・委託先　社会福祉法人　富山市桜谷福祉会

（ 新 規 事 業 ） 在宅心身障害児を対象とした短期間入所事業を実施す

心 身 障 害 児 6,637 ることにより、心身障害児の生活の質の向上・介護者 障害福祉課

シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 の負担軽減、不安解消を図るなど心身障害児に対する

 地域療育機能の一層の充実を推進する。

障 害 児 通 園 在宅障害児に通園の場を設け、日常生活における基本

（ デ イ サ ー ビ ス ） 7,773 動作の指導及び集団生活への適応訓練を行い、在宅障 障害福祉課

事 業 害児の福祉の向上を図る。

・実施施設　富山市恵光学園

在宅障害児（者）のライフステージに応じた地域生活

（ 新 規 事 業 ) を支援するため、療育・相談体制の充実を図るととも

障 害 児 ( 者 ) 地 域 10,185 に、各種福祉サービスの提供の援助・調整を行うこと 障害福祉課

療 育 等 支 援 事 業 により、在宅障害児（者）及びその家族の福祉の向上

を図る。

・委託先　社会福祉法人　富山市桜谷福祉会

憲法第２５条に規定する理念に基づき、国が生活に困

生 活 保 護 事 業  2, 窮するすべての国民に対し、その困窮に応じた保護を 社会福祉課

155,499 行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立

助長を図ることを目的とする。

市民が安心して暮らせるよう、特別相談を実施する。

　　法律相談（週２回）、行政相談（週１回）

相 談 事 業 3,239 　　なやみごと人権相談（月２回） 市 民 生 活

　　国税、公証、登記、建築相談及び富山市サラ金 相 談 課

　　相談（各月１回）

（ 新 規 事 業 ） 市政に関する市民の苦情を、公正かつ中立的な立場で

行 政 苦 情 3,800 簡易迅速に処理することにより、市民の権利利益の擁 市 民 生 活

オ ン ブ ズ マ ン 事 業 護を図る。 相 談 課

　平成１４年１０月１５日　制度創設

ボランティア団体などが企画運営をするボランティア

ボ ラ ン テ ィ ア 情 報 1,255 フォーラムの開催や、インターネット・情報紙を活用 市 民 生 活

収 集 提 供 事 業 したボランティア情報の収集・提供事業の充実強化を 相 談 課

図り、ボランティア活動支援の環境づくりに努める。



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

災害時におけるボランティアの円滑な受入れや効果的

災 害 ボ ラ ン テ ィ ア 290 な活動を図るため、平成１４年度に策定した「災害ボ 市 民 生 活

ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 ランティア活動指針」を踏まえ、平常時から研究会や 相 談 課

防災訓練等を通じて防災関係機関やＮＰＯ等による災

害ボランティアネットワークの構築を図る。

市民が自発的に企画・実施するまちづくり活動を募集

市 民 提 案 型 1,025 し、優れた提案の団体に補助することにより、市民主 市 民 生 活

ま ち づ く り 事 業 体のまちづくりの推進を図る。 相 談 課

市職員が市民の指定する場所へ出向き、市が持ってい

（ 新 規 事 業 ） る行政情報等を積極的に提供することにより、「開か

市 役 所 500 れた市役所」の実現や市民主体のまちづくりの推進を 市 民 生 活

出 前 講 座 事 業 図る。 相 談 課

平成１４年１０月１日創設　１０４講座

（ 新 規 事 業 ） 「富山市元気とやま推進事業補助金交付要綱」に基づ

元 気 と や ま 2,609 き、ボランティア団体が施設を改修し、イベント等を 市 民 生 活

推 進 事 業 実施しようとする事業に対して補助することにより、 相 談 課

ボランティア活動の活性化を図る。

市、市民、事業者等が相互に協力して公共の場所の美

（ 新 規 事 業 ） 化を推進し、清潔で健全な生活環境の確保に努める。

ま ち の 環 境 4,839 　・「美化推進巡視員」の委嘱 市 民 生 活

美 化 推 進 事 業 　・「美化推進デー」の設定 相 談 課

　・「富山市まちの環境美化推進連絡協議会」の開催

多様化・複雑化する消費相談業務に対応するため、消

消 費 生 活 相 談 事 業 3,978 費生活専門相談員を配置し、消費者保護の推進を図 市 民 生 活

る。 相 談 課

家庭用品修理会を開催し、家庭用品の修理や正しい使

家 庭 用 品 再 利 用 687 い方の指導を通じ、市民に「ものを大切にする」こと 市 民 生 活

推 進 事 業 を啓発するとともに、ごみの減量化やリサイクル活動 相 談 課

の推進に努める。

　・開催回数　　年５回



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

段階的かつ体系的な交通安全教育と交通安全に関する

普及啓発活動に努め、事故のない安心安全なまちづく

りの推進を図る。

・参加.体験.実践型交通安全教育事業（新規）

　　高齢社会対策大綱に基づきシルバーリーダーを養

　　成し、参加体験実践型交通安全教育を推進する。

交 通 安 全 啓 発 事 業 24,039 ・交通安全教室開催（高齢者130回・幼児100回） 交通安全課

・市内事故の概要調査、地区（校下）ごとの事故状況

  資料作成

・ヤングドライバー運転適正診断事業

・交通安全アドバイザー活動事業

　　委嘱者２５０人による高齢者宅訪問指導

・違法駐車防止対策事業

　　中心地区における違法駐車防止活動

地域における交通ルールの普及と交通安全の指導を中

交 通 安 全 指 導 事 業 9,663 心になって担う､交通指導員活動の充実を図る。 交通安全課

公共の場所への無秩序な自転車駐車を抑制し､都市機

能の維持と、良好な自転車走行環境の形成を図る。

放置自転車対策事業 17,169 ・富山駅周辺の自転車放置禁止区域における放置自転 交通安全課

　車の移動指導及び撤去

・中心市街地の歩道上に駐車する自転車の整理

・ＪＲ、地鉄駅における自転車駐車場の設置及び管理

青年相互の交流と社会参画を促進するため、独身青年

（ 新 規 事 業 ） を対象とする出会いの創出及び継続的な交流活動事業

青 年 男 女 の 出 会 い 3,000 を実施する。 青年女性課

創 出 事 業 ・ボランティア活動、スポーツ交流、交流パーティ等

・「（仮称）人・人ふれ愛フェスタ」の実施

男女共同参画プランの推進及び市民の男女共同参画へ

の意識の高揚を図るため、各種事業を実施する。

男女共同参画プラン 5,952 ・男女共同参画に関する情報交流誌、小学生向け啓発 青年女性課

推 進 事 業 　冊子の発行

・男女共同参画とやま市民フェスティバル開催

・富山市男女共同参画推進地域リーダー活動費

・男女共同参画推進フォーラム開催

・条例啓発事業（新規）



事 業 名 予算額 　　　　概　　　　　　　　　　　　要 　所　管

豊かな地域づくりに貢献する人材を育成するため、各

世代の市民を海外に派遣し、研修及び交流を通じて、

富 山 市 民 海 外 11,000 国際的な視野と感覚を培う機会を提供する。 青年女性課

派 遣 事 業 　　・派遣団員　　１２人程度

　　・派遣時期　　１０月（８日間）

　　・訪問国　　　クロアチア、イタリア

男女共同参画を推進するための拠点施設として、男女

共同参画に関する各種事業を実施する。

富山市男女共同参画 29,266 　　・男女共同参画講座等各種講座の開催 青年女性課

推進ｾﾝﾀｰ運営事業 　　・相談事業の実施

　　・男女共同参画関連情報の提供

　　・交流活動の支援

勤労青少年の健全育成と青少年の余暇活動の有効活用

勤 労 青 少 年 ホ ー ム 4,733 をめざすため、各種教養講座の開設や野外活動並びに 勤労青少年

健 全 育 成 事 業 費 文化祭事業の開催により青少年の自主性を伸ばすこと 　　ホーム

を目的とする。

青少年を取り巻く地域環境懇談会

・年間６会場

・参加者　各１００名

青 少 年 健 全 育 成 1,260 青少年を取り巻く環境等実態調査 少 年 指 導

都 市 宣 言 推 進 事 業 ・対　象　　有害図書等の販売店、 セ ン タ ー

            ビデオレンタル店等市内約３６０店舗

・一斉立ち入り調査員数　１４０名

巡回指導車による非行防止の啓発推進

富山市補導委員連絡協議会運営補助

・会員数　民間補導委員　３６０名

・補助金額　３００千円


